
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月からの生活困窮者自立支援法の施行に備える 
 

とき：11 月 22 日（土）13 時～16 時 

ところ：同志社大学今出川キャンパス 弘風館 4 階 K46 号室 

参加費無料・事前申し込み不要 

 

講師１ 福原宏幸（大阪市立大学教授） 

「生活困窮者自立支援法の意義と自治体の課題－どう活用するか」 

 

講師２ 垣田裕介（大分大学准教授） 

「全国の自治体の生活困窮者支援体制－準備は整ったか」 

 

講師３ 高橋尚子（京都自立就労支援センター主任支援員） 

「京都における就労自立支援活動－4 月以降に向けて」 

 

 

問い合わせ：同志社大学社会福祉教育・研究支援センター事務局 

E-mail derc-sw@mail.doshisha.ac.jp Tel 075-251-4902  Fax 075-251-3028 
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